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1 ファイル構成 

 

1.1 ファイル名 

 

ファイル名は以下のとおりです。 

 

項番 名称 ファイル名 

1 支払額明細表 FK07_支払額明細表GEEMM_XXXXXXXXXX.csv 

 

FK07_支払額明細表GEEMM_XXXXXXXXXX.csv 

拡張子 

保険医療機関等コード（10桁） 

審査年月（和暦） 

帳票名 

帳票 ID 
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1.2 ファイル内容 

 

ファイル内容を構成する項目は下記のとおりです。 

項目一覧 

項番 項目名 説明 備考 

1 レコード種別 レコード種別を設定する。 

1：算定レコード 

2：突合調整レコード 

突合調整の内容は別レコードとする。 

国保レセプトで第５公費以上、後期レセプトで第４

公費以上の公費を有する場合、算定レコードは別

レコードとする。 

突合調整レコードについては 2.2章にて説明す

る。 

2 審査年月 審査年月を設定する。 

GEEMM 

 

3 点数表 点数表を設定する。 

01：医科 

03：歯科 

04：調剤 

06：訪問看護 

 

4 医療機関コード 保険医療機関等コード（10桁）を設定す

る。 

 

5 制度 制度を設定する。 

1：国保 

3：後期 

 

6 診療年月 診療年月を設定する。  

7 性別 性別を設定する。 

1：男 

2：女 

 

8 生年月日 生年月日を設定する。 

GEEMMDD 

 

9 保険者番号 保険者番号を設定する。  

10 被保険者証記号 被保険者証記号を設定する。  

11 被保険者証番号 被保険者証番号を設定する。  

12 被保険者証枝番 被保険者証枝番を設定する。  

13 本人家族入外 本人家族入外を設定する。  

14 給付割合 給付割合を設定する。  

15 保険決定点数 保険決定点数を設定する。 当座口振込通知書の「国保、退職、後期高齢の点

数」を示す。 

16 保険決定一部負担金 保険決定一部負担金を設定する。  

17 保険金額 保険分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「国保、退職、後期高齢の決

定支払額の内訳」を示す。 

18 保険食事決定基準額 保険食事決定基準額を設定する。 当座口振込通知書の「国保、退職、後期高齢の食

事・生活療養費基準額」を示す。 

19 保険食事金額 保険食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「国保、退職、後期高齢の決

定支払額の内訳」を示す。 
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項番 項目名 説明 備考 

20 保険算定額 保険金額＋保険食事金額を記載する。 当座口振込通知書の「国保、退職、後期高齢の決

定支払額」を示す。 

21 公１負担者番号 公１負担者番号を設定する。  

22 公１受給者番号 公１受給者番号を設定する。  

23 公１決定点数 公１決定点数を設定する。  

24 公１決定一部負担金 公１決定一部負担金を設定する。  

25 公１金額 公１分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

26 公１食事決定基準額 公１食事決定基準額を設定する。  

27 公１食事金額 公１食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

28 公１算定額 公１金額＋公１食事金額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額」を示す。 

29 公２負担者番号 公２負担者番号を設定する。  

30 公２受給者番号 公２受給者番号を設定する。  

31 公２決定点数 公２決定点数を設定する。  

32 公２決定一部負担金 公２決定一部負担金を設定する。  

33 公２金額 公２分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

34 公２食事決定基準額 公２食事決定基準額を設定する。  

35 公２食事金額 公２食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

36 公２算定額 公２金額＋公２食事金額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額」を示す。 

37 公３負担者番号 公３負担者番号を設定する。  

38 公３受給者番号 公３受給者番号を設定する。  

39 公３決定点数 公３決定点数を設定する。  

40 公３決定一部負担金 公３決定一部負担金を設定する。  

41 公３金額 公３分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

42 公３食事決定基準額 公３食事決定基準額を設定する。  

43 公３食事金額 公３食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

44 公３算定額 公３金額＋公３食事金額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額」を示す。 

45 公４負担者番号 公４負担者番号を設定する。 国保のみ掲載する。 

46 公４受給者番号 公４受給者番号を設定する。 国保のみ掲載する。 

47 公４決定点数 公４決定点数を設定する。 国保のみ掲載する。 

48 公４決定一部負担金 公４決定一部負担金を設定する。 国保のみ掲載する。 

49 公４金額 公４分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

国保のみ掲載する。 
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項番 項目名 説明 備考 

50 公４食事決定基準額 公４食事決定基準額を設定する。 国保のみ掲載する。 

51 公４食事金額 公４食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

国保のみ掲載する。 

52 公４算定額 公４金額＋公４食事金額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額」を示す。 

国保のみ掲載する。 

53 公５負担者番号 公５負担者番号を設定する。 国保のみ掲載する。 

54 公５受給者番号 公５受給者番号を設定する。 国保のみ掲載する。 

55 公５決定点数 公５決定点数を設定する。 国保のみ掲載する。 

56 公５決定一部負担金 公５決定一部負担金を設定する。 国保のみ掲載する。 

57 公５金額 公５分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

国保のみ掲載する。 

58 公５食事決定基準額 公５食事決定基準額を設定する。 国保のみ掲載する。 

59 公５食事金額 公５食事分支払額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額の内訳」を示す。 

国保のみ掲載する。 

60 公５算定額 公５金額＋公５食事金額を設定する。 当座口振込通知書の「公費もしくは県単の決定支

払額」を示す。 

国保のみ掲載する。 

61 算定額合計 支払額を設定する。 当座口振込通知書の「国保分の小計、後期分の算

定合計の決定支払額」を示す。 

62 レセプト全国共通キー 国保連合会にてレセプトを一意に識別す

る番号を設定する。 

 

63 件数 件数を設定する。 

1：算定レコード 

0：突合調整レコード 

 

64 突合調整 突合調整がある場合に設定する。 

1：突合調整あり 

 

65 突合元医療機関コード 突合調整がある場合に設定する。 

突合元医療機関コードを記載する。 

 

66 突合元レセプト全国共

通キー 

突合調整がある場合に設定する。 

突合元レセプト全国共通キーを記載する。 

 

67 包括合意 包括合意による保険者振替レセプトであ

る場合に設定する。 

1：包括合意による保険者振替 

国保のみ掲載する。 

68 振替分割 振替分割レセプトである場合に設定する。 

1：振替・分割対象（国保一次） 

2：振替・分割対象（国保二次） 

3：振替・分割対象（基金一次） 

4：振替・分割対象（基金二次） 
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2 支払額明細表データの詳細 

 

2.1 当座口振込通知書との関連について 

当座口振込通知書 

 

※当座口振込通知書の見方につきましては、本会ホームページの「保険医療機関等の皆様」をご覧ください  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
7 

 

6 

 
7 

 

1 

 

1 
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支払額明細表 

 

 

 

 

 

1 当座口振込通知書の「国民健康保険診療報酬」欄の明細情報は、支払額明細表の『制度』が「1：国保」の行に、 

当座口振込通知書の「後期高齢者医療診療報酬」欄の明細情報は、支払額明細表の『制度』が「3：後期」の行にレ

セプトの算定情報を掲載します。 

 

☆当座口振込通知書の「件数」列について 

2 当座口振込通知書の区分『国保』『退職』『後期高齢』は、支払額明細表のそれぞれ『件数』と合致します。 

 

☆当座口振込通知書の「点数」列について 

3 当座口振込通知書の区分『国保』『退職』『後期高齢』は、支払額明細表のそれぞれの『保険決定点数』の合計と合
致します。 

 

☆当座口振込通知書の「食事・生活療養費基準額」列について 

4 当座口振込通知書の区分『国保』『退職』『後期高齢』は、支払額明細表のそれぞれの『保険食事決定基準額』の合
計と合致します。 

 

☆当座口振込通知書の「決定支払額」列について 

5 当座口振込通知書の区分『国保』『退職』『後期高齢』は、支払額明細表のそれぞれの『保険算定額』の合計と合致
します。 

6 当座口振込通知書の区分『公費』『県単』は、支払額明細表のそれぞれの『公１算定額』『公２算定額』『公３算定額』
『公４算定額』『公５算定額』の合計と合致します。 

7 当座口振込通知書の区分『小計』『算定合計』は、支払額明細表のそれぞれの『算定額合計』の合計と合致します。 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

2 

 

7 

 

6 
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2.2 突合調整レコードについて 

 

医科及び歯科レセプトの傷病名とそれに対応する調剤レセプトの薬剤の適応や投薬量、投薬日数等を併せて審査することを突

合審査といいます。 

突合審査の結果査定となった場合、調剤レセプトの査定された金額は保険医療機関への支払額より減額され、この減額情報を

突合調整レコードとして出力します。 

よって、突合調整レコードは医科及び歯科の支払額明細表データにのみ出力され、調剤および訪問看護の支払額データには出

力されません。 

 

1 一次審査の突合審査において突合調整が発生した場合、突合調整に係る情報をレコード種別欄の「2：突合調整レ
コード」に掲載します。 

 

 

2 突合調整で減点および減額になる値を掲載します。 

 

 

3 突合調整元の保険薬局等の情報を掲載します。 

 

 

4 突合調整レコードの件数欄は「0」とし、確定した件数に含めません。 

 

 


